
同 窓 会 規 約 
 

第１章 総 則 

第 １ 条 本会は栃木県立のざわ特別支援学校同窓会といい、事務所を栃木県立のざわ特

別支援学校内におきます。 

第 ２ 条 本会は次の者を会員として組織します。 

     (１)正会員 

       (ａ)本校各学部の卒業生(中・高) 

       (ｂ)本校に在学したことのある者で入会を希望する者 

     (２)賛助会員 

       (ａ)本会の趣旨に賛同する者 

     (３)特別会員 

       (ａ)栃木県立のざわ特別支援学校現・旧職員 

 

第２章 目 的 

第 ３ 条 本会は会員相互の親睦と扶助ならびに会員の福祉増進をはかり母校との関連を 

    深めることを目的とします。 

第 ４ 条 本会は目的を達成するために次の事業を行ないます。 

     (１)総会の開催 

     (２)会報の発行 

     (３)会員の共済事業 

     (４)その他目的達成に必要な事業 

 

第３章 役 員 

第 ５ 条 本会は次の役員をおきます。 

     (１)会 長  １名 

     (２)副会長  ２名 

     (３)会 計  １名 

     (４)理 事  卒業年度につき１名 

     (５)監 事  ２名 

     (６)顧 問 

     顧問は会長が推薦し、役員会が承認した者ならびに本校の校長とします。 

     顧問は本会全般にわたり会議に出席して、その諮問に応え、自由に意見を述べ 

    ることができます。 

第 ６ 条 会長および副会長は役員会において選出し、総会の承認を経て決めます。 

第 ７ 条 会長は本会を代表し、全ての会を運営し、副会長は会長を補佐し、会長が事故 

    ある時はこれを代行します。 

第 ８ 条 理事は総会で正会員より選出し、本会の運営に関する重要な事項を審議し、会 

    の運営を推進します。 

第 ９ 条 監事は総会で選出し、会計を監査します。 

第１０条 役員の任期は１年とします。 

     但し、再任を妨げません。 

     役員は相互にかわることができます。 

第１１条 本会に名誉会長及び顧問をおきます。 

     名誉会長及び顧問は総会に諮って決めます。 

 



第４章 会 議 

第１２条 総会は、毎年１回開催し、重要な事項を審議します。 

     議長は会長又は副会長が代行することができます。 

第１３条 本会に幹部会を置きます。 

     幹部会は、会長、副会長、会計、事務局の代表で構成します。 

     幹部会は、原則として毎年１回以上会長が招集して行います。 

第１４条 本会に役員会を置きます。 

     役員会は、会長、副会長、会計、理事、監事、事務局の代表で構成します。 

     役員会は、必要に応じて会長が招集して行います。 

第１５条 規約の改正など重要な事項は、総会で出席者の３分の２以上の賛成が無ければ 

    成立しません。 
 

第５章 経 費 

第１６条 本会の経費は入会金・寄付金をもってこれにあてます。 

     なお、必要に応じて役員会にはかり臨時会費を徴収することができます。 

     (１)正会員及び賛助会員は入会金として、入会時に ５,０００円を納入します。 

第１７条 本会の会計年度は ４月 １日に始まり翌年 ３月３１日におわります。 

 

 付 則  この規約は昭和４７年 ４月 １日から実施します。 

       改 正 平成 ４年 ６月２０日 

           平成１１年 ６月１３日 

           平成１４年 ６月１５日 

           平成１６年 ９月 １日 

           平成１７年 ６月１９日 

           平成２０年 ６月１４日 

           平成２６年 ６月 ７日 

 

 

「同窓会役員報酬規定」 

 

(１)第３章 第１０条の規約に基づいて「同窓会役員報酬規定」を次のように定める。 

      １ 会長及び副会長、会計は役員報酬として任期満了時に金３，０００円を支給 

       する。 

   ２ 監事は役員報酬として任期満了時に金１，０００円を支給する。 

   ３ 役員報酬は総会またはそれに準ずるものに出席した場合に限り支給する。 

   ４ 幹部会で承認され、会長が認めた場合に限り報酬を支給する。 

 

(２)付記  この規定は平成１７年６月１９日より実施する。 

      改 正 平成２０年６月１４日 

          平成２５年６月 ８日 


